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論文審査の結果の要旨 

［論文内容の要旨］ 本論文における主要な章は第２章から第４章であり、各章で広義の垂直取引関係について理論

分析している。 

第２章は、消費者がコンテンツ事業者２社のコンテンツに接続するために独占のインターネット接続業者を利用す

る状況を設定し、接続業者がコンテンツ事業者２社のうち１社と垂直統合することで生じる市場環境の変化を分析し

ている。特に、接続業者が特定のコンテンツ事業者に関わる通信について消費者に課金しない、いわゆるゼロレーテ

ィングの選択と社会厚生への影響に注目している。基本設定では、接続業者の通信費が低い場合に共通ゼロレーティ

ングを設定し、通信費が高い場合に消費者側の利用量を制限するためゼロレーティングを設定しない。垂直統合の場

合、１点異なる結果が得られ、通信費が非常に高い場合には垂直統合していない独立のコンテンツ事業者にゼロレー

ティングを設定する。また、垂直統合により社会厚生は改善される傾向にある。 

第３章は、書籍や動画などの著作物を扱う市場を設定して、独占の著作物供給者が、物的製品を扱う従来型小売店

と電子製品を扱うオンライン小売店を利用して著作物を供給する状況を分析している。著作物供給者とオンライン小

売店の契約では、著作物供給者が小売価格を設定する代わりに収入に一定料率を乗じたものをオンライン小売店に対

して手数料として支払う代理店契約を採用しているため二重限界性の問題は存在しない。対して、従来型小売店との

契約では、従来型の線形契約を採用しているため二重限界性の問題が存在する。二重限界性に起因する小売店格差を

考慮して、オンライン小売店上で設定する小売価格が従来型小売店に対する卸売価格を下回らないことを約束するこ

との効果を検討している。約束がない場合は均衡でオンライン小売店上の小売価格が従来型小売店の卸売価格を下回

る可能性があることを示した上で、約束の効果を分析した。直観に反して、約束により従来型小売店の卸売価格は上

昇し、オンライン小売店上の小売価格も上昇することで、社会厚生が悪化する。また、約束により従来型小売店の収

益を悪化しやすく、オンライン小売店の収益は改善し、著作物供給者の収益は改善しやすい。 

第４章は、生産者と消費者の取引を仲介する業者（プラットフォーム事業者）が２社存在する両面市場を設定し、

仲介業者１社が生産者の一部を囲い込むための排他条件付取引契約（以下、排他契約）を提示する状況を分析してい

る。最初に、仲介業者が各生産者に対して仲介手数料を無料にする代わりに競合する仲介業者を利用しないことを約

束する契約（排他契約）を提示し、各生産者は受け入れるか否か判断する。その後、排他契約を受け入れていない生

産者向けの価格を各仲介業者が設定し、最後に、消費者向けの価格を各仲介業者が設定する。なお、排他契約を受け

入れていない場合、各生産者と各消費者は、潜在的には両方の仲介業者を利用できる点に特徴がある。分析の結果、

全ての生産者を取り込む排他契約が成立する可能性があるとともに、これにより社会厚生が改善するのは、各消費者

が仲介業者を利用することで得られる便益が大きい時であり、そうではない場合は社会厚生が悪化する。排他契約が

成立する可能性を示している点は、シカゴ学派が指摘した「排他契約成立には誘因整合条件が満たされる必要がある

ため、実現は容易ではない」ことを踏まえると、排他契約の文脈で十分に価値がある結果である。 

［審査結果の要旨］ 広い意味で垂直取引関係について理論分析している良質な論文である。主要な章では、重要度

の高い問題設定の下で興味深い結果を導出しており、国際学術誌に掲載可能な水準にある。特に、第４章は両面市場

において排他条件付取引契約が実現する可能性を示すとともに、その社会厚生上の帰結も明らかにしており、学術の

みならず競争政策上の価値も高い。よって、この学位申請論文は博士（経済学）の価値があると判断した。 




